
半田市学校給食費事務取扱要領 

 
 （目 的） 

第１条 この要領は、半田市学校給食費事務取扱規則（昭和４９年半田市教育  

委員会規則第２号）その他財務に関する諸規程の定めるところにより、学校給

食費の事務取り扱いについて必要な事項を定める。 
 （給食費の額） 

第２条 給食費は、次の各号に掲げる額とする。 
 ⑴ 小学校  日額  ２５０円 
 ⑵ 中学校  日額  ２９０円 
 ⑶ 職 員  小学校職員は小学生と同額とし、中学校職員は中学生と同額 
        とする。 
 （給食実施等） 

第３条 小・中学校（以下「学校」という。）は、学校給食実施簿を整備しなけ

ればならない。 
 （準要保護家庭の児童生徒への給食費の補助） 

第４条 市費補助金については、翌月５日までに市に請求するものとする。 
 （学校の事務） 

第５条 学校は、毎学期の始めに給食申込書・給食人員確認票（第１号様式）

を給食センター所長に提出するものとする。 
２ 学校は、給食を受ける日の人員を常に把握し、給食人員に異動の生じる時

又は、生じた時は、直ちに給食基本人員変更届（第２号様式）により給食セン

ター所長に届け出るものとする。 
３ 学校は、毎月１０日までに翌月の行事予定を学校給食欠食届により給食セ

ンター所長に届け出るものとする。 
４ 学校は、給食費の月末計算により当該月の給食費通知書（第３号様式）を

翌月１０日までに給食センター所長に提出するものとする。 
５ 給食費は、前項の給食費通知書により、半田市長の発行する納入通知書の

金額を半田市指定金融機関等へ納入するものとする。 
６ 学校は、給食費納入帳（第４号様式）を備え、給食費納入状況を明らかに

しておくものとする。 
 （給食センターの給食費計算事務） 

第６条 半田市学校給食センター（以下「給食センター」という。）は、学校か

ら提出された給食申込書・給食人員確認票及び給食基本人員変更届により、そ

の日の給食人員を明確にし、各校の給食数を把握するものとする。 



２ 給食センターは、学校から提出された給食費通知書により、給食費納入通

知書を速やかに発送するものとする。 
３ 給食センターは、給食費納入帳を備え、給食費の納入状況を明らかにして

おくものとする。 
 （業者の登録） 

第７条 学校給食にかかる物資を納入しようとする業者（学校給食用パン委託

加工工場並びに牛乳業者を除く。）は、業者登録票（第５号様式）を提出する

ものとする。 
 （物資の購入契約） 

第８条 学校給食にかかる物資の購入にあたっては、前条の登録業者から毎月、

又は随時に学校給食用物資見積書（第６号様式）を提出させ、半田市学校給食

物資単価契約書（第７号様式）を交換して行うものとする。 

 
   附 則 

 この要領は、平成４年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この要領は、平成１９年５月１日から施行する。 
   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この要領は、令和３年１月１日から施行する。 
   附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 
 



第１号様式

担　任３　年 ４　年

※（　）には、クラス担任の数を内数で記入してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半田市学校給食センター

５　年 ６　年１　年 ２　年

支

援

①

（ ） （ ）
６ 年

（ ） （ ） （ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ）

給 食 申 込 書・給 食 人 員 確 認 票

令和　　年度　　　第　　　　学　期 　　学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校 　給食主任者

職員室

（ ）

（ ）

５ 年

４ 年
（ ）

（ ）

（ ）

３ 年
（ ）

２ 年
（ ） （ ） （ ）

学年別合計

（ ）

５ 組 ６ 組

（ ）

９ 組

（ ）

７ 組

（ ） （ ）

１０組８ 組

（ ）

４ 組

（ ）

合　計

②

１ 年

２ 組１ 組

（ ）（ ）

３ 組

③



第２号様式 　　　　　学校

月　　　日 学校給食主任　　　　　　　　　　　　　

発信者 異動状況表記録 所長

受信者名　　　　　学校給食センター

児童・生徒数に変動を生じたので、お届けいたします。

転入 参考 現在数
学年－組 理由 転出 増

その他

【給食センター使用欄】

　　　　　　学校　　　　　先生

　FAX受信しました。（　　月　　日）

（氏　　名）
月　日 減

名より
・
のみ

（変更後の数）

名 名

名

名
－

名

名

名

名 名

名 名

名

名

名

名

名

給食基本人員変更届　　　　　　

午前１１時迄にFAX

前々日

（２８－２４０１）

－

－

－

－

※前々日（土・日・祝日の場合は、その前日）の１１時迄にＦＡＸでご連絡下さい。

－
名名 名

/
より
・
のみ

/
より
・
のみ

/
より
・
のみ

/
より
・
のみ

/

/
より
・
のみ

名

－ /
より
・
のみ

－ /
より
・
のみ

名

名 名

－

名 名

－ /
より
・
のみ

名

－ /
より
・
のみ

名

/
より
・
のみ

名 名

名名

名

－ /
より
・
のみ

名 名 名

名 名
－ /

より
・
のみ

名



第３号様式

　半田市学校給食センタ－所長　殿

半田市立　　　　学校長

　　令和　　　年 月学校給食費につき下記のとおり通知します。

(Ａ)児童･生徒計

(①＋②＋③) 名 食 円

①準要保護

(教育委員会請求分) 名 食 円

②要保護

(生活援護課請求分) 名 食 円

③その他

(学校請求分) 名 食 円

名 食 円

名 食 円

食 円

注）給食人員は、その月に給食費を請求した人数を記入のこと。

（10日まで）

児
童
生
徒

(Ｂ)教 　職　 員 　等

合　計(Ａ)＋(Ｂ)

学校請求合計　③＋(Ｂ)

令和　　年　　月　　日

給 　食 　費　 通 　知 　書

区　　　　　分 給　食　人　員 給　 食   数 金　　　　　額



第４号様式

命令月日 命令番号 金　　額 摘　　要 納 入 者 住 所 氏 名 収入年月日 収 入 済 額 収入未済額

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

　　　年　　月分
(　　　　　　級)

給　食　費　納　入　帳



第５号様式 

業 者 登 録 票 
 

登 録 番 号  有効期間 年  月  日～   年  月  日 

名 称  

所 在 地  

代 表 者 氏 名  

連 絡 先 電 話 ―   ― ＦＡＸ ―   ― 

担当者職氏名 職  氏 名  

希  望  納  入  品  目 
    

    

    

    

    

取引金融機関  

主 な 取 引 先 
 

 

物資入手経路 

 

 

 

 

 

変 更 事 項 

変 更 年 月 日 変   更   内   容 

 年 月 日  

 年 月 日  

 年 月 日  

 年 月 日  

 年 月 日  

半田市学校給食センター 

受

付

印 

年度 年度 年度 
   

 



第６号様式                                                                    業者№          

                                                                   

          学 校 給 食 用 物 資 見 積 書 
                                                                             年     月     日 
 半  田  市  長   殿 
 

                                                   住 所   
 
                                                   名 称                                

 

  下記のとおり見積りいたします。 

 品  名 規格・メーカー・産地等  単位  単価（税抜） 備   考 
   円   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※１ 単価欄には、税抜単価を記載するものとする。 
※２ 備考欄には記入しないこと。 



 

第７号様式       

 

半田市学校給食物資単価契約書 

 

物資の売買について、半田市（以下「発注者」という。）と 

 

（以下「受注者」という。）とは、次の条項により物資売買単価契約を締結する。 

 

 （契約の内容） 

第１条 この契約の要項は、次のとおりとする。 

  

 

   契約物資    別紙内訳書のとおり                        

   契約期間    月 契 約       年  月  日 ～    年  月  日   

             学期契約       年  月  日 ～    年  月  日   

             年 契 約      年  月  日 ～    年   月  日   

   納入場所   半田市学校給食センター                      

   契約保証金   半田市財務規則第１７７条第６号により免除             

  

 

（納  入） 

第２条 受注者は、第１条第２号の契約期間中、発注者の発注あるごとに、その都度指定する期日に現

品を納入するものとする。この場合、受注者は、直ちに納品書をもってその旨を発注者に通知するも

のとする。 

２ 受注者は、学校給食の重要性を鑑み、食品の取り扱いについて、衛生的かつ新鮮、良質な物資を吟

味して、発注者に納入するものとする。 

 （検  収） 

第３条 発注者は、前条の通知を受けたときは、受注者の立ち会いのもとに検収を行う。 

２ 検収の結果、不良品があるときは、受注者は、当該物資を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期

日までに良品を納入するものとする。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。 

３ 検収に合格したときは、発注者は、現品を受領するものとする。 

４ 受注者は、天災その他やむを得ない理由により納入期限内に物資を納入することができないときは、

発注者と協議する。 

５ 前項の申し出は、納入期限内にしなければならない。 

 （危険負担） 

第４条 前条第３項の受領の前に生じた物資の亡失、き損等は、すべて受注者の負担とする。 

 （代金支払） 

第５条 受注者は、毎月末日に当月納入した分をとりまとめたうえ、発注者の確認を得てその代金を発

注者に請求するものとし、発注者は受注者からの支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うも

のとする。 

２ 発注者の責に帰する事由により前項の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、

政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づい

て、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求すること

ができる。 

 （履行遅滞） 

第６条 受注者の責に帰する事由により納入期日までに物資を納入しない場合は、半田市財務規則（以

下「規則」という。）第１８２条により受注者は、発注者に対して違約金を納付しなければならない。 

  



 

 

 

（解  除） 

第７条 発注者は、受注者が規則第１８７条に該当するときは、契約を解除することができる。 

２ 受注者が正当な理由なく契約の不履行のときは、規則第１８３条により発注者は損害賠償金を徴収

するものとする。 

 （談合等不正行為に係る損害賠償額の予定） 

第８条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の解除の如何にかか

わらず、発注者に対し損害賠償金として契約金額の１０分の１に相当する額を発注者が指定する期間

内に支払わなければならない。 

   公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反する行為（受注者を構成事業者とす

る事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反する行為を行い、同法第８条の２第３項の規

定により排除措置を命じられ、又は同法第８条の３の規定により課徴金の納付を命じられた場合を

含む。以下「独占禁止法違反行為」という。）があったとして同法第４９条第７項の規定による排

除措置命令の確定並びに第６５条又は第６７条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき。 

   公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反行為があったとして課徴金の納付を命じ、当該課徴

金納付命令が同法第５０条第５項の規定により確定したとき。 

   受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法（明治４０年法律第４５号）

第９６条の３又は同法第１９８条の規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したとき。 

   前各号に規定するもののほか、受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が独

占禁止法、刑法第９６条の３又は同法第１９８条の規定に該当する違法な行為をしたことが明らか

になったとき。 

２ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、

発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。 

 （費用の負担） 

第９条 この契約の締結に要する費用及び物資納入に要する費用は、受注者の負担とする。 

 （疑義等の決定） 

第１０条 この契約に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、規則の定めるところによるほか、発

注者と受注者が協議して定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、発注者、受注者両者記名押印のうえ各自１

通を保有するものとする。 

 

 

  

年  月  日 

 

                   所在地 

             発注者  （名称及び代表者名） 

                   氏 名  

 

 

                   所在地 

             受注者  （名称及び代表者名） 

                   氏 名 


